
公益社団法人愛媛県看護協会 研究倫理委員会規程  

（目的） 

第１条 愛媛県看護協会員による人を対象とした看護研究が、「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針(文部科学省・厚生労働省)」ならびに「看護研究における倫理指針(日本看護協会)」を考慮し

ながら倫理的配慮のもとに行われるかどうかを審査するとともに、本会における調査等の円滑

な推進に資することを目的とする。 

 

(審査の対象) 

第２条 研究倫理審査の対象は次のとおりである。 

(1) 愛媛県看護協会職員が研究責任者となり看護研究に取り組む場合 

(2) 愛媛県看護協会職員以外の者(委員等)が、愛媛県看護協会活動に関する研究に取り組む場合(自

施設で倫理審査を受けている) 

(3) 自施設で倫理審査が困難な場合、愛媛県看護協会で倫理審査を希望する場合 

(4) 既に本会の研究倫理審査を受けた研究計画書の変更がある場合 

 

（委員会の位置付け） 

第３条 第１条に掲げる事項を審査するため、本会内に研究倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（委員の構成） 

第４条 委員は、会長が指名し倫理委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

  (1) 常勤理事（会長、副会長、専務理事、常務理事）  

  (2) 教育担当理事     

  (3) 教育担当職員 

  (4) 外部有識者（必要時） 

２ 委員の任期は２年（上記(１)、（2）の委員については在任期間）とし、再任を妨げない。 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き、会長が委員長の任をとる。 

４ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

６ 教育担当職員は、一連の事務を司る。 

 

（議事） 

第５条 委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

 ２ 議決を要する事項については、出席者の３分の２以上をもって決する。 

 

(審議） 

第６条 審査は、「簡易審査」と「通常審査」の2通りとする。 

 2 委員会は第１条の目的に基づき、研究者等が行う調査等が以下の各号に留意して行われるかどうか

という観点から、審議を行うものとする。 

  （１） ヘルシンキ宣言の趣旨に則して調査等が行われるものであること 

 (2) 対象者等の人権を尊重していること 

 （３） 調査等を行うことにより、対象者に不利益及び危険が生じないよう十分配慮していること 

 （４） あらかじめ対象者等に調査等の内容及び方法等を説明し、理解を求めた上で、対象者等から書面

により同意（対象者等が未成年者の場合は、本人及び保護者等の同意）を得ること。なお、対象者

等が年少者又は患者・障がい者等で、本人の相違を確認することが困難な場合にあっては、保護

者等から書面により同意を得ること 

 

(申請） 

第７条 研究責任者は、研究倫理審査申請書(様式1・2)及び「看護研究における研究倫理チェックリスト

(日本看護協会)」 (様式3)等必要書類を添え、原本1部、コピー7部を本会へ郵送、会長に提出

し、承認を得なければならない。 



(簡易審査) 

第８条 「簡易審査」とは、研究責任者が所属する施設での「倫理審査」を受けている、或いは対象者への直

接的リスクが極めて軽微であり、対象者の研究協力における自由意志および匿名性が確保され

ていることが明白である研究計画書について行うものである。 

2  提出された研究計画書について、会長が判断し、常勤理事で行う。「簡易審査」で「承認」「条件付き承

認」が得られなかった研究計画書については「通常審査」で審査する。 

 

(通常審査) 

第９条 会長が、申請書を受理したときは、委員会において審査するものとする。 

2 委員会は、第6条第2項各号に掲げる事項に留意して審査し、判定を行うものとする。  

3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、当該調査等について説明を受け又は意見を聴取するこ

とができる。 

4 委員が当該調査等に関係するものである場合は、当該調査等に関する議事に加わることができな

い。 

5 委員会は、「看護研究における研究倫理チェックリスト(日本看護協会)」(様式3)をもとに審査し、委

員の2/3以上の合意に基づいて行う。 

 

(審査結果) 

第１０条  審査の判定区分は、次に定めるとおりとする。 

(1) 承 認 

(2) 条件付承認 

(3) 変更の勧告 

(4) 不承認 

(5) 非該当 

2 審査の判定を研究倫理審査通知書(様式4)に表記する。 

3 会長は、審査の結果を研究倫理審査通知書によって研究責任者に通知するものとする。 

 

（再審査） 

第１１条  研究責任者は、審査の結果に異議あるときは、会長に再審査を求めることができる。結果通知

(受取り通知日)から2週間以内とする。 

 ２ 会長は、必要があると認めるときは、委員会に再審査を諮問するものとする。 

 

（研究計画の変更） 

第１２条  研究責任者は、研究計画等を変更しようとするときは、研究倫理審査申請書を委員長に再提出  

するものとする。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会において審査するものとする。 

 

（審査結果証明書） 

第１３条  研究責任者より、審査の結果に関する証明書の発行を求められたときは、会長は研究倫理審査

結果証明書（様式5）を交付するものとする。 

 

（調査等の終了報告） 

第１４条  研究責任者は、調査等が終了し結果を公表したとき、または中止したときは、調査・研究事業終 

了・中止報告書（様式6）により会長に報告するものとする。 

 ２ 会長は、研究責任者からの終了報告を受けたときは、調査・研究事業 終了・中止報告書によって委員

会に通知するものとする。 

 

（補則） 

第１５条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営手続き等に関し必要な事項は、研究倫理委員 

会に関する取扱いに定める。 



（規程の変更） 

第１６条  この規程における変更は、理事会の決議により行わなければならない。 

 

附 則 

１ この規程は、平成３０年３月１７日より施行する。 

２ この規程は、令和７年9月12日より施行する。 

 


